
 

 

 

 

  



 

・・・野洲市地域福祉基本計画・・・ 

本計画は、2021（令和３）年 4月から 10年間、わたしたちのまち 野洲市がめざす 

地域福祉についての目標を定めたものです。 

 

【基本理念】 

「すべての人が ともに生き ともに支えあう 安心して暮らせるまち やす」 
 

を基本理念として、すべての人がその役割を担い、ともに連携し、 

 

【基本方針】 

「おたがいさま」と「少しのおせっかい」 
 

の２つのキーワードを基本方針とし、 

 

【基本目標Ⅰ】「ともに支えあう地域づくり」 

【基本目標Ⅱ】「地域生活を支える仕組みづくり」 

【基本目標Ⅲ】「分野や立場を超えた支えあいづくり」 

 
の 3つの基本目標に取り組みます。 

 

本計画は、一人ひとりがどのようなことに取り組むことができるのかを考え、できるこ

とに取り組み、「みんなで育む 安心のまち」野洲市をめざしています。 

 

本計画書は、 

第 1章：計画策定にあたっての「福祉（ふくし）」や地域福祉の背景や、計画の位置

づけ、計画の期間などの計画の概要 

第 2章：野洲市の地域特性として、さまざまな統計データやタウンミーティングを 

もとに、野洲市の現状の分析結果 

第 3章：計画の基本的な考え方として、基本理念、基本方針、基本目標等の概要 

第 4章：計画の展開として基本目標ごとの主な取り組み 

第 5章：計画の評価・検証を行う体制 

について説明しています。 

 

みなさま、ぜひ、ご一読いただければと思います。 

 

2021（令和３）年３月 

第３期野洲市地域福祉計画策定委員会 

野洲市観光 PRキャラクター ドウタクくん 
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第１章 計画策定にあたって 
 

１ 「福祉（ふくし）」とは ～ ふ だ ん の く ら し の し あ わ せ ～ 

 

（１）福祉の対象 

「福祉（ふくし）」と聞いてイメージすることは、デイサービスに行く「高齢者」、車いすに

乗っている「障がい者」、親のいない「子ども」などでしょうか。また、その人たちは支援を受

ける側の対象者としてのみ、捉えているのではないでしょうか。 

しかし、福祉の意味は、子どもから高齢者まで、年齢や障がいなどの有無にとらわれず、す

べての人が住み慣れた地域の中で、心豊かに安心して暮らせる仕組みをみんなでともにつくり、

それを育んでいくことです。 

「ふだんのくらしのしあわせ」をいかにしてみんな

でつくり育んでいくのか、「福祉（ふくし）」の対象は、

すべての人であるとともに、すべての人が主体となって、

役割を持つことで、よりよい社会を築いていくことがで

きます。 

 

（２）地域福祉の推進 

そのためには、さまざまな日常生活上発生する諸問題（※地域生活課題）に対して、 

①市民・・・・・在住・在勤者、地域組織やボランティア、NPO等 

②事業者等・・・企業、社会福祉施設等、福祉事業者等も含みます 

③社会福祉協議会 

④市（行政） 

が連携し、解決していこうとする取り組みが大切です。 

このように、誰もが安心して自分らしい生活を送ることが 

できる地域をつくり上げていくこと、このような考え方や 

取り組みを進めていくことが必要です。 

※地域生活課題（社会福祉法 第4条より） 

「福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しく

は要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をい

う。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社

会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動

に参加する機会が確保される上での各般の課題」と規定されています。 

 

本計画では、市民が日常生活を送る上で発生する、または発生する恐れのある、個人及びその世帯の

金銭面の困りごとに限らず、さまざまな困りごとを「地域生活課題」として捉えることとします。 

市民

社会
福祉
協議
会

市

事業
者等
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☆ 助けられ上手になろう！ 

  福祉 ＝ 助けあい と考えた場合、助ける側と助けられる側という関係性が生まれます。 

ある調査では、「困っている人がいたら助けますか？」と聞いた結果、実に 95％の人が「助け

る」と回答し、さらに詳しく見ると、助けると回答した 72％は「頼まれたら助ける」と回答し、

「受け身のやさしさ」であることがわかります。 

しかし、困った時に「助けて」と言える人はたったの５％しかいないという結果が出ており、

私たちは助けられ下手であることがわかります。これでは助けあいは成立しません。 

 

みなさんも電車やバスに乗ったとき、席を譲ろうかどうし

ようか迷われたこと、ないでしょうか？ 

「断られるかもしれない…」「余計なおせっかいかもしれな

い…」など自ら動くことは、かなり勇気が必要です。 

しかし、相手から「すみません、かわってもらえませんか？」

と言われたらどうでしょう？ 

 

実は、助けあいは、助ける側と助けられる側の共同作業で

あり、お互いの少しの勇気が必要なのです。 

しかしながら私たちは、人様に迷惑をかけてはいけないという考え方からか、なかなかこの 

“助けて”と言うことをためらってしまうのです。 

上手に助けられることで、助けあいが成立し、その助けあいが次の助けあいを生みます。また、

その助けられた人を中心に縁が広がり笑顔の輪が広がります。 

頼めば助けてくれるのだから、困ったときは“おたがいさま”の精神で、まずは、助けられ上

手を目指してみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「思いやり」から「助けられ上手」へ 

助け合い推進運動―大逆転のすすめ より 

発行・住民流福祉総合研究所 木原孝久 
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２ 地域福祉の背景  

 

（１）計画策定の背景（前提の共有） 

①少子高齢化・人口減少社会の到来による現役世代の減少への対応 

わが国は、急速な少子高齢化に伴い、高齢者のひとり暮らしや夫婦のみ世帯などの高齢者

のみの世帯が増加し、要介護者が増加している一方で、人口減少により、急激な介護力不足

が予想されています。 

本市においても、少子高齢化と人口減少が予想され、団塊の世代が 75 歳となる 2025 年問

題や労働人口が減少していく 2040 年問題に向けた対応が必要であり、高齢者だけでなく生

活上の困難を抱える方の包括的支援体制を更に強化し、世代を超えた、地域共生社会の実現

を目指す必要があります。 

現役世代が減少していくことで、社会経済を支える層の減少とともに福祉サービスを提供

する担い手も不足し、これまでのようなサービス提供体制の維持は難しくなります。そのた

め、よりよいサービス提供体制づくりや、地域住民同士の支えあい、その支えあいを支援す

る仕組みが必要です。 

 

②地域における支えあいの仕組みづくり 

全国的にも、本市においても地域のつながりが弱くなり支えあい力が低下するとともに、

これまで以上に核家族化・未婚化が進行するなど家族機能が変化しています。経済情勢の変

化やグローバル化により、いわゆる日本型雇用慣行も大きく変化し、血縁、地縁、社縁とい

う、日本の社会保障制度の基礎となってきた「共同体」の機能が脆弱化しています。 

地域コミュニティの変容による住民同士の関係の希薄化により、地域の子育て力や見守り

力の低下に伴う子育ての孤立や児童虐待、いわゆるフリーターやニート、引きこもり等が増

加しています。世代等を超えた複雑多様な地域生活課題（※）、情報不足によるサービス利用

につながらない地域生活課題に対応していくことが求められています。 

そのために地域では、市民それぞれが顔の見える関係づくりを意識した呼びかけをしてい

くことで、市民の支えあいの仕組みづくり、新たな“縁”づくりにつなげていくことが必要

です。 

※複雑多様な地域生活課題の一例： 

8050問題：80代の親とひきこもり状態の 50代の子が同居する世帯の孤立化・困窮化

に伴うさまざまな問題。全般に社会との接点が少なく、高齢の親が無収入の子を預

貯金や年金で支えているという世帯が多い。 

ダブルケア：親の介護と育児を同時に行うこと。 

ヤングケアラー：家族の介護や世話に追われる 18 歳未満の若者や子どものこと。 
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③多様な機関と連携・協働し支援するための仕組みへの転換（地域共生社会の実現に向けて） 

2016（平成 28）年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、「介護

離職ゼロ」に向けた取組の方向について、「子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地

域、暮らし、生きがいを共に創り、高めあうことができる『地域共生社会』を実現する。こ

のため、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支

えあいながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉などの地域の公的サ

ービスと協働して助けあいながら暮らすことのできる仕組みを構築する。また、寄附文化を

醸成し、NPO との連携や民間資金の活用を図る。」とされています。 
 

 
（出展）厚生労働省「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」資料 

 

④持続可能な開発目標 

本計画は、ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals（＝持続可能な開発目標））の考え

方を取り入れています。ＳＤＧｓとは、2015（平成 27）年９月の国連サミットで採択された

2030 年を期限とする国際社会全体の開発目標で、持続可能な世界を実現するための 17 のゴ

ール（目標）と 169のターゲット（具体目標）で構成され、地球上の「誰一人取り残さない」

ことを誓っています。 

本計画では、①貧困をなくそう、②飢餓をゼロに、③すべての人に健康と福祉を、④質の高

い教育をみんなに、⑤ジェンダー平等を実現しよ

う、⑧働きがいも経済成長も、⑩人や国の不平等を

なくそう、⑪住み続けられるまちづくりを、⑫つく

る責任、つかう責任、⑯平和と公正をすべての人に、

⑰パートナーシップで目標を達成しよう の 11 の

目標を視点に推進します。 
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（２）地域生活課題を抱える市民への対応状況（野洲市の生活困窮者等への支援） 

本市では、前述の地域生活課題を抱えるような市民を、野洲市くらし支えあい条例で「生活

困窮者等」と定義づけ、支援に取り組んでいます。 

そのため、本計画では「生活困窮者等への支援」をベースに計画を策定していきます。 

この生活困窮者等には、経済的な困りごとだけに限らず、ひきこもりや、日本語がわからず

コミュニケーションに苦労する外国人、その他の生活上の諸課題を抱える市民も含みます。 

また、困難な状況に陥っているにも関わらず、その状況に気づいていない、気づくことがで

きない人なども含みます。 

 
 

 
 

 

○野洲市くらし支えあい条例（平成 28年６月 24日条例第 20号）抜粋 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、次項に定めるもののほか、消費者安全法

（平成 21年法律第 50 号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 (4) 生活困窮者等 経済的困窮、地域社会からの孤立その他の生活上の諸課題を抱える

市民をいう。 
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３ 地域のとらえ方 

 

本計画における「地域」とは、一定の範囲や特定の地域を意味するものではありません。 

「地域」の範囲は、となり近所や自治会単位などの「生活の空間」としての地域をはじめ、

ボランティア、NPO、事業者などの事業活動を中心とした「活動の空間」としての地域など、地

域のとらえ方は家族構成やライフスタイル、年齢などによっても異なります。 

そのため、本計画では野洲市全体を対象にした活動や施策を展開する場合は野洲市全体を

「地域」ととらえるほか、人の営みやさまざまな活動が行われる範囲も「地域」としてとらえ

るなど、活動の取組内容やサービス内容などによって柔軟にとらえていきます。 

地域福祉を推進する際の地域の範囲は、以下の図のとおり、一定の基準をもちつつ、事業や

活動等において効果的な範囲を考えて進めていくものと考えます。 
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４ 地域福祉“基本”計画 

 

「第３期野洲市地域福祉基本計画  

～みんなで育む 安心のまち～」 

 
（１）これまでの地域福祉計画と地域福祉活動計画 

市では、2007（平成 19）年３月に「第１期野洲市地域福祉計画」、2014（平成 26）年３月に

「第２期野洲市地域福祉計画」を策定し、地域福祉を推進してきました。 

 また、野洲市社会福祉協議会では、2010（平成 22）年３月に「第１次野洲市地域福祉活動計

画」、2015（平成 27）年３月に「第２次野洲市地域福祉活動計画」を策定してきました。 

 

（２）法的等の位置づけ 

「地域福祉計画」は、地域福祉を進めるため、社会福祉法第 107条および策定ガイドライン

に基づいて市町村が策定する計画です。2018（平成 30）年に社会福祉法が改正され、法律上、

①地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項、②地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項、③地域におけ

る社会福祉を目的とした事業の健全な発達に関する事項、④地域福祉に関する活動への住民の

参加に関する事項、⑤包括的な支援体制の整備に関する事項の５つを盛り込む計画とされてい

ます。 

「地域福祉活動計画」は、地域福祉を推進するうえでの実践的な計画として、地域住民の活

動・行動のあり方を定める計画であり、社会福祉協議会が策定する計画です。住民が主体とな

って、『ともに生きる豊かな地域社会』（全国社会福祉協議会福祉ビジョン 2020）について考え、

お互いに支えあう仕組みを整えるとともに、多様な組織・関係者がつながり、地域における福

祉に関する活動等を積極的に推進するための指針となるものです。 

 

（３）今回の地域福祉“基本”計画 

市が策定する「地域福祉計画」も社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」も、どち

らも地域福祉の推進を目的としたものであり、これまでも連携して実践し、市民との協働によ

り地域福祉の充実に取り組んできました。 

 今回、両計画のより一層の関係強化を図るため、一体的に策定することとしました。 

また、社会福祉法の 2018（平成 30）年改正を受け、地域福祉計画は、いわゆる福祉分野を超

えた、教育や就労などの分野、医療関係者や法律家などの専門職による多種多様な関係機関と

の連携による地域共生社会の実現に向けた、福祉の基本的な考え方を示すものとして位置づけ

られました。 

これらのことから、「地域福祉“基本”計画」として策定し、市民、事業者等、社会福祉協議

会、市がともに本市の福祉を総合的に進めていく計画として策定することとします。 
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（４）市の分野別計画やその他関連計画との関係 

地域福祉基本計画は、野洲市総合計画を上位計画とし、地域福祉を推進するための目標を定

め、取り組みを体系化する基本計画としての性格を持つものです。 

特に、福祉分野の基本計画として、高齢者や障がい者、子ども等に対する分野別計画に共通

する部分について地域福祉基本計画内に位置づけ、具体的な取組は分野別計画に位置づけ、そ

の他関連計画も含め、一連的に関連付けて取り組み、地域福祉を推進していきます。 

 

≪分野別計画の基本理念≫ 

第８期野洲市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

高齢者が安心のなかで生きがいを持って生活し、自分らしく地域とつながるお互いさまのまちづくり 

～地域でひとが共に生きる野洲市をめざして～ 

野洲市子ども・子育て支援事業計画（第２期） 

豊かな自然とこころを、すべての子の育ちのために 

第２次野洲市障がい者基本計画 

誰もがともに地域で生きいきと暮らすことができるまち 

いのち支える野洲市自殺対策計画 

誰も自殺に追い込まれることのない「人と人が支えあう安心なまち」の実現 

ほほえみやす 21健康プラン 

人がやさしく支え合い、健康でいきいきと暮らせるまちづくり 
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５ 計画の期間 

 

本計画は、野洲市総合計画に合わせることから 10年後の 2030（令和 12）年を見据えた計画

とします。前半５年間を前期計画とし、その時点で見直しを行います。 

また、福祉をはじめとするさまざまな生活関連分野における社会情勢の変化や福祉サービス

利用者のニーズなどに対応するため、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

≪関連計画の計画期間≫ 

平 成 

28 年度 

平 成 

29 年度 

平 成 

30 年度 

令 和 

元年度 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

令 和 

10 年度 

令 和 

11 年度 

令 和 

12 年度 
               

第１次総合計画 第２次総合計画 

後期計画（平成24～令和２年度） 前期計画（令和３～７年度） 後期計画（令和８～12年度） 
               

第２期地域福祉計画 

（平成26～令和２年度） 
第３期地域福祉基本計画 

（令和３～12年度）      
第２期地域福祉活動計画 

（平成27～令和２年度） 
前期計画 後期計画 

               

第６期計画 

高齢者福祉計画・介護

保険事業計画 

（第７期） 

高齢者福祉計画・介護

保険事業計画 

（第８期） 

⇒ 次期計画 

               
障がい者基本計画 

（平成25～令和２年度） 

第２次野洲市障がい者基本計画 
（令和３～８年度） 

⇒ 次期計画 

第４期計画 
第５期 

障がい福祉計画 

第６期 

障がい福祉計画 
⇒ 次期計画 

 
第1期 

障がい児福祉計画 

第2期 

障がい児福祉計画 
⇒ 次期計画 

               
第１期 

子ども・子育て支援事業計画 

（平成27～令和元年度） 

第２期 

子ども・子育て支援事業計画 

（令和２～６年度） 

⇒ 次期計画 

               

第１次計画 
ほほえみやす21健康プラン（第２次） 

（平成30～令和９年度） 
⇒ 次期計画 

               

   
いのち支える野洲市自殺対策計画 

（平成31～令和５年度） 
⇒ 次期計画    
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６ 計画の策定体制 

 

本計画は、地域の現状を把握するためにタウンミーティングを実施するとともに、計画の策

定にあたっては策定委員会での協議を行う等、策定の段階から積極的な市民参加による計画づ

くりに取り組みました。 

 

（１）市民参加による計画づくり 

市民及び地域福祉に携わる関係団体のニーズを的確に把握し、地域福祉に関する実態を踏ま

えた計画とするため、インターネットからの問い合わせ機能の活用やタウンミーティングを実

施するとともに、パブリックコメントを行い、市民参加を図りました。 

 

（２）計画の策定体制 

今回の計画は「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」を一体的に策定することから、社会

福祉協議会と合同の事務局体制で策定に取り組みました。 

地域福祉施策は行政組織の幅広い部門に関連するため、庁内関係部署と社会福祉協議会によ

る「野洲市地域福祉計画庁内検討委員会」において検討を行うとともに、地域福祉に携わる市

民代表、学識経験者、一般公募による委員等で構成する「野洲市地域福祉計画策定委員会」を

設置し、今後展開する施策についての協議を行いながら策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3期野洲市地域福祉基本計画 

パブリック 

コメント 
野洲市地域福祉計画 

策定委員会 

タウン 

ミーティング 

野洲市地域福祉計画 庁内検討委員会 

事務局 

社会福祉課・市民生活相談課・社会福祉協議会 
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第２章 野洲市の地域特性 
 

１ 野洲市の概況 

 

野洲市は、2004（平成 16）年 10 月に旧中主町と旧野洲町が合併し誕生したまちで、滋賀県

の南部の湖南地域に位置しており、西は守山市・栗東市、南は湖南市、東は竜王町・近江八幡

市と接する面積 80.14㎢のまちです。 

市域は、日本最大の湖である琵琶湖に面し、近江富士と呼ばれる美しい三上山や野洲川など

に代表される豊富な自然に恵まれ、温暖な気候と四季の美しさに心なごむ、すばらしい環境を

有しています。 

市の郊外には豊かな田園が広がるとともに、良好な環境の住宅地が形成されており、また湖

岸や山沿いの自然環境を生かしたレクリエーション施設などには、市外・県外からも多くの人

が訪れています。 

一方で歴史を紐解くと、弥生時代に祭器として用いられた銅鐸が日本最大のものを含めて多

数出土し、琵琶湖や野洲川の水に恵まれた肥沃な大地で、早くから農耕社会の発展があったこ

とがうかがわれます。他にも国宝である御上神社や大笹原神社をはじめとする多くの文化財や

歴史遺産を有しており、これらのすべては野洲市の魅力を高めるすばらしい地域資源であると

同時に、後世に引き継ぐべき大切な財産です。 

さらに、江戸時代には中山道や朝鮮人街道といった主要な街道が整備され、交通の要衝とし

ても栄えました。野洲市は、豊かな大地を生かして産業が発展したまちとして、また情報が行

きかうまちとして、脈々と受け継がれた潜在的な可能性を秘めたまちです。 

 

 

 

さくら緑地から見た近江富士（三上山） 

マイアミ浜 アイリスパーク 
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２ 統計データ等からみる野洲市の現状   

 

（１）人口・世帯数の状況 

①人口の推移 

本市の人口は、2015（平成 27）年に 49,889 人となっており、1980（昭和 55）年以降増加

傾向となっていましたが、2015（平成 27）年にはじめて減少に転じました。 

年齢３区分別にみると、年少人口（15歳未満）、生産年齢人口（15～64歳人口）はともに

減少傾向となっているのに対し、老年人口（高齢者人口、65歳以上人口）は増加しています。 

また、総人口に占める割合でみると、老年人口（高齢者人口、65歳以上人口）割合は上昇

しており、2015（平成 27）年には 24.0％と、人口の約４人に１人が高齢者となっています。 
 

図：年齢３区分別人口の推移  

   

図：年齢３区分別人口割合の推移 

 

資料：国勢調査 
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②人口推計 

野洲市人口ビジョンの推計結果によると、本市の人口は今後も減少を続け、10 年後の 2030

（令和 12）年には 49,394 人、20 年後の 2040（令和 22）年には 47,933 人と予測されていま

す。 

また、年齢３区分別にみると、生産年齢人口（15～64歳人口）の減少に伴う高齢化率の上

昇が見込まれており、20 年後の 2040（令和 22）年には 31.4％と３割以上が高齢者になると

予測されています。 

 

図：年齢３区分別人口の推計  

 

（注）推計値算出の関係上、2010年及び 2015年の実績値については、 

年齢不詳人口を、「0～14 歳」、「15～64 歳」及び「65歳以上」に按分している 

図：年齢３区分別人口割合の推計  

 

資料：野洲市人口ビジョン（2016（平成 28）年 3 月） 

（内閣府地方創生推進室「人口動向分析・将来人口推計のための基礎データ及びワークシート（2019年 6 月版）」をもとに作成） 
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③学区別人口の状況 

学区別に人口の状況をみると、学区ごとの人口の差が大きく、野洲学区で 13,311 人と最

も多いのに対し、篠原学区では 3,435 人と最も少なくなっています。 

高齢化率は市全体で 26.0％となっているのに対し、三上学区では 41.3％、篠原学区では

34.3％と既に市の 2040（令和 22）年時点での推計値（31.4％）以上に高齢化が進んでいる

学区があります。 

また、年少人口率は市全体で 14.3％となっているのに対し、三上学区では、9.9％、篠原

学区では 11.3％と市の平均値と比べ低い数値となっており、高齢化率の高い地域は年少人

口が低い傾向にあります。 

 

図：年齢３区分別人口の現状（高齢化率）  

  
資料：住民基本台帳（2020年 4 月） 

 

図：年齢３区分別人口の現状（年少人口率）  

 
資料：住民基本台帳（2020年 4 月） 
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④世帯数の推移 

世帯数は、2015（平成 27）年に 18,143 世帯となっており、1980（昭和 55）年以降、増加

傾向となっています。人口は近年では横ばい傾向から減少傾向となっていることから、１世

帯あたりの平均世帯人員は減少しており、2015（平成 27）年には 2.75人となっています。 

また、一人世帯及び二人世帯の推移をみると、1980（昭和 55）年以降、増加傾向となって

おり、2015（平成 27）年には、全世帯の約半数が一人世帯及び二人世帯となっています。 

 

図：世帯数の推移  

  
資料：国勢調査 

 

図：一人世帯・二人世帯の推移  

 

資料：国勢調査 
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（２）分野別計画等の統計状況 

①高齢者の状況（高齢者福祉計画・介護保険事業計画） 

本市の要介護（要支援）認定者数の推移をみると、2014（平成 26）年度以降、増加傾向と

なっており、特に、「要介護１」及び「要介護４」で顕著に増加しています。 

また、第１号被保険者数に対する要介護（要支援）認定者数の割合である認定率でみると、

2014（平成 26）年度以降、横ばい傾向となっており、今後の高齢化に伴い要介護（要支援）

認定者数の増加が見込まれます。 

図：要介護（要支援）認定者数の推移  

  
資料：野洲市統計書及び介護保険事業状況報告（各年度末現在） 

②子どもの状況（子ども・子育て支援事業計画） 

本市の婚姻及び出生数は、2019（令和元）年実績で、婚姻が 207 組、出生数が 434人とな

っており、年によって増減はあるものの、おおむね減少傾向となっています。 

 

図：婚姻数及び出生数の推移  

 

資料：野洲市統計書（各年 12 月末現在） 
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③障がいのある人の状況（be smile プラン（障がい者基本計画を含む３計画）） 

本市の障がいのある人の状況は、身体障害者手帳所持者（身体障がいのある人）は横ばい

傾向となっているのに対し、療育手帳所持者（知的障がいのある人）、精神障害者保健福祉手

帳所持者（精神障がいのある人）は増加傾向となっています。 

 

図：障がいのある人の推移  

 
資料：福祉行政報告例（各年度末現在）、県立精神保健福祉センター（各年度末現在） 

④生活保護の状況 

本市の生活保護受給世帯数及び受給者数の状況は、2016（平成 28）年度までは横ばい傾向

となっていたものの、近年ではやや減少傾向となっており、2019（令和元）年度末時点で受

給者は 172 世帯、222人となっています。 

人口に対する保護率（千人対）をみると、4.34‰となっており、滋賀県平均（2020年３月

現在）の 7.78‰と比べると低くなっています。 

 

図：生活保護の推移  

 

資料：野洲市福祉事務所実施方針（各年度末現在） 
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⑤市民の健康状況（ほほえみやす 21 健康プラン） 

2005（平成 17）年度より男女共に平均寿命、健康寿命（寝たきりや認知症などによる要介

護状態でなく生活できる期間）双方で延伸傾向にあります。平均要介護期間（平均寿命と健

康寿命の差異期間）は男性での減少は小幅、女性では横ばい状況となっています。 

 

図：平均寿命・健康寿命の推移  

 
資料：滋賀県健康づくり支援資料集を野洲市により編集 

 

⑥自殺の原因・動機（いのち支える野洲市自殺対策計画） 

2010（平成 22）年～2019（令和元）年の 10 年間における自殺の原因・動機については、

「健康問題」が一番多く、次いで「経済・生活問題」、「家庭問題」の順となっており、全国・

滋賀県と同様の傾向となっています。自殺の多くは、多様かつ複合的な原因及び背景を有し

ており、自殺はその多くが追い込まれた末の死であることがうかがえます。 

 

図：自殺の原因・動機  

 

※原因・動機を１人３つまで計上している。 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（2010年から 2019 年の総計） 
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⑦生活困窮者等への支援の状況（重層的支援体制整備事業実施計画）  

2019（令和元）年度に市民生活相談課で受け付けた生活困窮者等の相談者のうち、支援決

定した 155 人について課題や問題点を整理した結果、相談者１人当たりの問題点は 6.4 個

（総数 994 個）の問題点があることがわかり、生活困窮者等が複数の課題を有していること

がうかがえます。 
 

図：新規支援決定者のアセスメント結果  

 
資料：令和元年度野洲市生活困窮者支援事業実績報告書（令和元年度末現在） 

⑧権利擁護・成年後見制度に関するデータ（成年後見制度利用促進基本計画） 

大津家庭裁判所における成年後見制度の実績から滋賀県の成年後見制度管理継続中の本

人数は年々増加しています。特に保佐による認定を受ける人が増加していることが分かりま

す。 
 

図：滋賀県成年後見制度管理継続中の本人数の推移  

  

資料：大津家庭裁判所成年後見制度実績（各年度末現在） 
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⑨再犯に関するデータ（地方再犯防止推進計画） 

滋賀県の刑法犯罪者検挙者数は年々減少していますが、うち再犯者数の減少は小幅にとど

まっており、再犯者率は横ばいの傾向にあります。 

 

図：滋賀県刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率の推移  

 

資料：法務省提供データを基に野洲市作成（各年 12月末現在） 

 

（３）統計データ等から見る野洲市の方向性 
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は横ばいであるものの、生産年齢人口（15～64歳人口）の減少に伴う高齢化率の上昇が見込ま

れており、市全体、各学区において進行のばらつきはあるものの、更なる高齢化が進行すると

考えられます。また、世帯数の増加、平均世帯人員の減少は継続して推移することが考えられ

ます。 

要介護認定者数、精神障害者保健福祉手帳所持者数、成年後見制度利用者数の増加傾向、婚

姻数及び出生数の減少傾向が見込まれています。また、自殺者の状況、健康状況、生活保護、

生活困窮者等への支援の状況等から各世代や分野においてさまざまな問題があり、各問題は連
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今後の高齢化や世帯状況の変化と問題要因の連鎖、複合化により、いつどのような問題が発
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３ タウンミーティング等からみる野洲市の現状 

 

（１）実施概要 

地域で生活・活動する市民による地域の現状や課題、めざすべき地域の姿、そのために市民

や地域で実施できる取り組みのアイデア等について、タウンミーティングを実施し話し合って

いただきました。 

開催時期：2020（令和２）年４月～９月頃 

対 象 者：市民・地域福祉関係者 など 

開催回数：17回 ※WEBによる意見聴取７人分を含みます 

≪実施概要≫ 
 
実施日 団体等 参加者数 実施日 団体等 参加者数 

４月 11日 三上自治会地域福祉係 12人 ８月４日 市三宅サロンボランティア 11人 

７月２日 ふれあいサロン松の会 29人 ８月６日 赤十字奉仕団野洲市地区委員会 5人 

７月 11日 大篠原自治会 18人 ８月７日 市三宅自治会役員 13人 

７月 14日 野洲地区更生保護女性会 23人 ８月 25日 近江富士第六区ふれあいサロン 11人 

７月 18日 西河原喜楽会 17人 ９月 12日 野洲学区民生委員児童委員協議会 24人 

７月 21日 野洲自治会 16人 ９月 14日 野洲市健康推進連絡協議会 11人 

７月 21日 小南自治会 11人 ９月 16日 久野部東お助け隊 10人 

７月 28日 
野洲市民生委員児童委員 

協議会地域活動部会 
21人 ９月 27日 江部自治会 16人 

７月 31日 野洲生活学校 17人 合 計 265人 
 

≪テーマ≫ 

○お住まいの地域の良いところはどこですか？ 

○お住まいの地域で生活している中で困っていることは何ですか？ 

○10年後の野洲市はどうなっていてほしいですか？ 

○10年後の野洲市のために、私たちができることは何ですか？ 

≪分析手法≫ 

○テキストマイニング分析 

※言葉と言葉のつながりをネットワークで可視化したもので、言葉の出現量を○の大きさで表現

しています。出現回数が多い言葉ほど大きく、少ない言葉ほど小さくなっています。それぞれ

のテーマ別に、どのようなこと（言葉・キーワード）が多く意見されているのかを俯瞰するこ

とができます。 
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（２）意見の集約と分析  

いただいた意見について、テーマ別に集計とテキストマイニング分析を行いました。 

【テーマ１】お住まいの地域の良いところ 

地域や野洲市の良いところでは、

三上山・野洲川・琵琶湖など、自然

が豊かで春は桜が咲き、初夏には蛍

が飛び、秋には稲が黄金色になり四

季を通じて風光明媚な地域であり、

水や空気もきれいでそんな土地で

採れる米や野菜がおいしい。また、

自然災害が少ないといった立地や

環境面の良さへの意見が多くなっ

ています。 

 

また、生活環境の面では、駅が近

い地域は買い物や交通の便利が良

く、ほどよい田舎で暮らしやすいと

いった意見が見られます。 

地域福祉やつながりの面では、元気な高齢者が多く、スクールガード等のボランティア活

動への参加、各自治会で活発に実施されている高齢者のふれあいサロンに参加されている方

が多いことがわかります。 

また、となり近所との仲が良く、

地域によっては『５人組』という助

けあいの制度が残っている地域も

あり、困ったときはお互いに助け

あいなどがされているという意見

もありました。 
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【テーマ２】お住まいの地域で生活している中で困っていること 

地域で困っていることでは、買い

物や交通の便の悪さが突出して多

くなっています。地域の良いところ

として、買い物や交通の利便性を挙

げている人も多かったことから、地

域による差が大きいことが分かり

ます。 

特にバスの本数が少なく、時間帯

が不便でバス停までの距離もあり

不便といった意見が多く見られま

す。駅が遠い、歩いて行ける距離に

店が少ない、など、車等の移動手段

がないと通院や買い物に行くのに

不便といった意見も見られます。 

 

また、高齢者世帯や一人暮らし世帯が多くなり、地域が高齢化していることや自治会や行

事などで若い人の参加が少なくなり、地域の役についても負担があることが分かります。子

どもの数も減少しており、子どもが公園で遊んでいる姿を見なくなったといった意見もあり、

少子高齢化の進行を地域でも感じている人が多くなっています。 

生活環境ではその他、川の側道や

歩道の草刈りが不十分なためゴミ

も捨てられ、畑の管理などにも困っ

ている人が多く、空き家も年々増加

し、治安が悪くなることなどを心配

する声もみられます。 

また、道が狭いといったハード面

の整備が不足しているといった指

摘とともに、朝・夜の車やバイクの

多さによる渋滞、生活道路で早いス

ピードで走行している車などに困

っている人も多いことが分かりま

す。 
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【テーマ３】10年後の野洲市 

10年後の野洲市では、買い物や交

通の利便性の向上を望む意見が多

く、テーマ２の地域で困っているこ

との項目と同じ傾向となっている

ものの、助けあいや思いやりなどの

関係性があるまちを望む意見が多

く、地域でのつながりを重視されて

いることがわかります。 

 

また、若い人や子どもが増えてに

ぎやかなまちになることを望む意

見が多く、子どもが安心して遊べ、

自然を感じることができる公園や 

場の整備、子どもも高齢者もだれもが気軽に集える場や施設の整備がされ、高齢者が１人にな

っても安心して楽しく過ごせるまちになることを望まれていることが分かります。 

また、医療や福祉・介護などの施設や体制を充実させて、いつまでも安心して暮らせるま

ちとなるとともに、車がなくても買い物や医療が受診しやすくなるような公共交通の整備、

空き家の活用なども含めた駅前の整備など、市全体の活性化を望む意見も多くなっています。 

地域の人間関係では、一人になった

時や困った時に助けあうことが出来

るまちであってほしいという意見が

多く、地域の協力や助けあいが望まれ

ていることがわかります。 
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【テーマ４】10年後の野洲市のために、私たちができること 

未来のために自分たちができるこ

とでは、「人と人のつながりを持つこ

と」が最も多く、特にとなり近所の人

と仲良くすることなどの回答が多く

ありました。あいさつや声かけ、自治

会・地域の活動への参加など、日頃か

らの地域内でのつながり、顔の見える

関係づくりを重要視している人が多

いことがわかります。 

 

また、自治会活動や地域の行事へ積

極的に参加・協力することや、ボラン

ティア活動など自発的な活動にも参

加し、地域の人達とのふれあいの機会をつく

り、つながりを大切にするといった意見が多

く、次いで、子どもや高齢者などの地域での

見守りなど、困った時に助けあえる関係づく

りなどが多くなっています。そのために、あ

いさつや声かけを日頃から行うとともに、と

なり近所の人との交流や子どもから高齢者ま

での多年代での交流や会話の機会を増やすこ

とが望まれています。 

また、市民自身も、趣味や運動などを続け

て健康や生きがいを維持することも必要であ

る、といった意見も多く出ていることがわか

ります。 

 

 

（３）タウンミーティングからわかること 

今回のタウンミーティングの参加者は、60 代・70 代を中心とした、すでに地域で活動され

ている方々が大半であり、地域の良いところや課題について、活発な意見をいただくことが出

来ました。 

テキストマイニング分析から、地域のつながりや関係性に関する意見や安心して暮らすため

の生活環境に関する意見が多くみられます。「人」と「人」がつながり、さまざまな活動をと

おしてつながり、地域を育むことが求められていると考えられます。 
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４ 統計データ・タウンミーティング等からみる方向性 

意見の集約や分析から、①地域のつながり、支えあいづくり ②安心して暮らすための取り

組み ③多種・多様な機関との連携・協働 の３つの方向性に整理しました。 

 

① 地域のつながり、支えあいづくり 

 「となり近所との付きあいがある」という意見がある反面、近所付きあいが少なく、コミュニ

ティが弱くなってきて、地域内のつながりが希薄化しているという意見もありました。 

しかし、個人の地域に対する関心は弱まっているわけではなく「気になるが声のかけかたが分

からない」「つながるきっかけがない」という意見もあります。「だれとでもあいさつをする」

ことから始め、誰もが認められ、地域住民同士のつながる機会や関係性から、困ったときに「困

った」と言える“おたがいさま”の関係ができる地域づくりが求められています。 

 

② 安心して暮らすための取り組み 

となり近所で交流がある方は困ったときに「助けて」と言い出しやすい環境であることがわか

ります。一方で、地域のつながりが薄い方の声は届きにくい傾向にあります。 

今後、生活上の課題が複雑化し、自分達の力だけでは解決できない問題に直面したとき、「助

けて」と言い、困った時は“おたがいさま”と笑顔で対応してもらえる関係性が大切です。 

一方で、自分が「困っている」ことに気づいていない方もおられます。そのような気づいてい

ない「困りごと」に周囲が気づき、声をかけることができる関係性が求められます。 

すべての人が笑顔で安心して暮らし“少しのおせっかい”で、必要な情報や支援が必要な人

に届くような仕組みづくりが求められます。 

 

③ 多種・多様な機関との連携・協働 

 地域で「困りごと」や「助けて」に気づいた際も一人で解決できない、次の相談先が分からな

いことも多くあります。 

 そのため、市や社会福祉協議会、そして市民、事業者等が日々の活動の中で協力しあい、「困

りごと」や「助けて」に対して多種多様な機関が連携・協働して、支える・支えられるの関係性

を超えた「支えあう」ネットワークづくりが求められています。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

１ 基本理念 

 
 

すべての人が ともに生き ともに支えあう 

安心して暮らせるまち やす 

 

 

少子高齢化、人口減少という段階に入ったこの時代において、すべての人がいかに生き、い

かに幸せな生活を送るか、そのためには、いったい“なに”が必要か。 

福祉に対するニーズは増大・多様化を続けており、複雑なそのニーズに対応するには、ひと

つのサービス、ひとつの機関だけでは対応することができません。 

これからは、地域ごとに、市民、事業者等、社会福祉協議会、市（行政）が、お互いの関わ

りをより一層強めながら、それぞれの立場でその役割を担うことが重要になります。 

本市では、「人がともに支えあい 安心して暮らせるまち やす」を第１期・第２期計画におい

て基本理念に掲げ、人がともに支えあって、家庭や地域の中でその人らしく安心した生活を送

ることができる体制を整備してきました。 

世界レベルでは、前述のＳＤＧｓのコンセプトのひとつに「leave no one behind」があり

ます。これは「誰一人取り残さない」という意味であり、国の方針でもある「地域共生社会」

の考え方にも通じるところがあります。 

第３期計画では、地域福祉の推進のために、国の方針でもある「地域共生社会の実現」を図

るため、「すべての人が ともに生き ともに支えあう 安心して暮らせるまち やす」を基本理

念として、地域を構成するすべての人々が主役となり、お互いを思いやる心を持ちながら、地

域でともに生き、ともに支えあい、助けあうことができる「安心して暮らせるまち」の実現を

めざします。 
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２ 基本方針  

 

「おたがいさま」と「少しのおせっかい」 
 

「福祉」は他人事と思われがちですが、事故や病気で生活のしづ

らさがいつ我が身に降りかかるとも限りません。2020（令和２）年

に発生した新型コロナウイルス感染症では、実際に学校が休校に

なったり、飲食店が休業したり、働き方が変わったりと、これまで

の生活が一変しました。 

地震や水害などの災害も近年頻発しており、日頃からの備えと

して、普段から困った時は「おたがいさま」の関係性を作ることが大切です。 

「他人事」ではなく「我が事」として、いつかまわりまわって自分が助けられる、「情けは人

の為ならず（※）」の考え方をヒントに、「おたがいさま」をキーワードの１つとしました。 

 

また、支援を必要とする人の多くは、発信する力が弱く、情報を得ることも難しい状況にあ

り、自ら助けを求める力が弱い傾向があります。 

周囲の人が少しの違和感について気づいたとき、少しの勇気を出して、少しのおせっかいを

することで、届く支援、届けられる支援があることから「少しのおせっかい」をキーワードの

１つとしました。 

相談者を発見してもしっかりと対応できる体制がなければ安心しておせっかいができない

ため、市や社会福祉協議会では「安心しておせっかいができる体制」の構築を進めていきます。 

 

「少しのおせっかい」の「少し」には、誰でもできる、無理せず細く長く続けられるような

活動としての意味もあり、地域づくりにかかせない地域での活動を継続・維持していく上での

ポイントにもなると考え、キーワードに取り入れました。 

おせっかいには、否定的な意味もありますが、この「少しのおせっかい」を「おたがいさま」

の関係でできる地域づくりが地域共生社会（P.４参照）の実現のために重要と考え、基本方針

として位置づけます。 

 

 

 

※情けは人の為ならず（デジタル大辞泉） 

人に親切にすれば、その相手のためになるだけでなく、やがてはよい報いとなって自分にもどって

くる、ということ。誤って、親切にするのはその人のためにならないの意に用いることがある。 
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３ 基本目標  

 

本計画の基本理念である「すべての人が ともに生き ともに支えあう 安心して暮らせるま

ち やす」の実現に向けて、次に掲げる３つの基本目標を掲げ、柔軟で効率的な事業展開に努め

ます。 

【基本目標Ⅰ】ともに支えあう地域づくり 

～市民の主体的な地域福祉活動の推進～ 

近年では、支えあいや助けあいの仕組みが機能しにくい地域や、地域と関わる機会が少ない

市民も増えています。また、各種団体においても構成員の固定化や高齢化、減少による弱体化

などがみられ、次代を担う人材の育成が課題として挙げられます。 

市民同士のコミュニケーションが円滑に図られ、良好な地域社会が形成できるよう、各種団

体の活動をさらに活発にし、次代を担う人材を地域で育成していくよう努めます。 

≪取組方針≫ ⅰ 安心して暮らせる地域づくり 

       ⅱ 地域の中の生きがい（役割）づくり（相互に認めあう関係づくり） 

【基本目標Ⅱ】地域生活を支える仕組みづくり 

～安心して相談できる体制～ 

住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らしていくためには、支援が必要な時に、必要な

支援が素早く、的確に得られることが重要です。そのためには市民のニーズをなるべく早く正

確に把握する仕組みや、市民が相談しやすい環境づくりが必要です。 

市は関係機関等と連携し、身近なところで気軽な相談から専門的な相談まで対応できるよう、

ニーズに対応した情報提供や相談体制を構築し、支援を必要とする人が、必要とするサービス

を適切に利用できる仕組みづくりを推進します。 

≪取組方針≫ ⅰ 断らない相談支援体制づくり 

       ⅱ 必要な福祉サービスを届ける仕組みづくり 

  ⅲ 市民の権利を守る体制づくり 

【基本目標Ⅲ】分野や立場を超えた支えあいづくり 

～多種多様なネットワークの構築～ 

市民やその世帯が抱える課題が複雑多様化し、単一機関、単一分野だけの支援では対応でき

ません。いわゆる福祉分野の連携はもとより、教育や就労などの多分野連携、医療関係者や法

律家などの専門職による同業・異業の多職種連携、市民と市、事業者と社会福祉協議会など、

多種多様なネットワークによる支援が求められています。 

すべての人が安心して生活を送ることができるよう、分野や立場を超えた支えあいを進めて

いきます。 

≪取組方針≫ ⅰ 分野や立場を超えた支えあいづくり 
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☆ 市民の主体的な地域福祉活動とは？ ～具体的な「おたがいさま」と「少しのおせっかい」～ 

 

「市民の主体的な活動」と言われても、なかなかイメージがしにくいですね。 

 

今回の計画はすべての人を対象とした計画であり、その計画

の主役の一人が市民のみなさんです。 

主役である市民の役割として、近隣住民同士のあいさつや声

かけなど、「少しのおせっかい」で取り組んでもらえるのでは？

という内容を今回の計画では「市民ができること」として位置づけました。 

当然、そのような活動に取り組むか取り組まないかは市民一人ひとりの判断によるもので、まさ

しくこれが主体的に取り組むことになります。 

 

あいさつや声かけなどの取り組みは、「見守っていたつもりが、見

守られていた」のように、実は、サービスや支援の担い手の要素だ

けでなく、受け手としての役割もあります。まさしく、「おたがいさ

ま」の関係ですね。 

こういった取り組み（活動）を通じ、“安心して暮らせる地域づく

り”（取組方針ⅰ）“地域の中の生きがい（役割）づくり”（取組方針

ⅱ）にもつながり、“ともに支えあう地域づくり”（基本目標Ⅰ）に

つながります。 

 

一人ひとりの少しのできることを通じて、取組方針や基本目標、基本方針、そして基本理念であ

る「すべての人が ともに生き ともに支えあう 安心して暮らせるまち やす」の実現につながって

いくものと考えます。 

 

「地域福祉活動」と表現していますが、何か特別なスゴイことをするのではなく、すでに取り組

まれているような、あいさつや見守り、ゴミ拾いなど、日々の暮らしの延長線上でできること、  

「少しのおせっかい」でできる活動をイメージして策定しているものです。 

 

地域づくりには、「1 人の 100 歩ではなく、100 人の 1 歩」「細く長く」の考え方が重要であると

考えています。小さなことからコツコツと地道に、その輪が広がれば、地域力の底上げにつながり

ます。 

 

例えば、近所のお祭りや運動会などのイベントに参加する、

そのイベント情報を集めるなども、広い意味では市民の主体的

な地域福祉活動のひとつであると思います。 

まずは、「知ること」からはじめてみませんか？ 
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４ 施策の体系   

 

基本理念 

す
べ
て
の
人
が 

と
も
に
生
き 
と
も
に
支
え
あ
う  

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち 

や
す 

基本方針 

「
お
た
が
い
さ
ま
」
と
「
少
し
の
お
せ
っ
か
い
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基本目標 

基本目標Ⅰ ともに支えあう地域づくり 

～ 市民の主体的な地域福祉活動の推進 ～ 
 

近年では、支えあいや助けあいの仕組みが機能しにくい地

域や、地域と関わる機会が少ない市民も増えています。また、

各種団体においても構成員の固定化や高齢化、減少による弱

体化などがみられ、次代を担う人材の育成が課題として挙げ

られます。 

市民同士のコミュニケーションが円滑に図られ、良好な地

域社会が形成できるよう、各種団体の活動をさらに活発に

し、次代を担う人材を地域で育成していくよう努めます。 

基本目標Ⅱ 地域生活を支える仕組みづくり 

～ 安心して相談できる体制 ～ 

 
住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らしていくた

めには、支援が必要な時に、必要な支援が素早く、的確に得

られることが重要です。そのためには市民のニーズをなる

べく早く正確に把握する仕組みや、市民が相談しやすい環

境づくりが必要です。 

市は関係機関等と連携し、身近なところで気軽な相談から

専門的な相談まで対応できるよう、ニーズに対応した情報提

供や相談体制を構築し、支援を必要とする人が、必要とする

サービスを適切に利用できる仕組みづくりを推進します。 

 

基本目標Ⅲ  

～ 多種多様なネットワークの構築 ～ 

 
市民やその世帯が抱える課題が複雑多様化し、単一機関、

単一分野だけの支援では対応できません。いわゆる福祉分野

の連携はもとより、教育や就労などの多分野連携、医療関係

者や法律家などの専門職による同業・異業の多職種連携、市

民と市、事業者と社会福祉協議会など、多種多様なネットワ

ークによる支援が求められています。 

すべての人が安心して生活を送ることができるよう、分野

や立場を超えた支えあいを進めていきます。 
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取組方針 

 

Ⅰ-ⅰ 安心して暮らせる地域づくり 

①地域や人のつながりを広げます 

②日頃のつながりから地域の防災に取り組みます 

③その人らしく安心して暮らせる地域をつくります 

Ⅰ-ⅱ 地域の中の生きがい（役割）づくり（相互に認めあう関係づくり） 

 

①すべての人が生きがいを持って暮らせる地域をつくります 

 

Ⅱ-ⅰ 断らない相談支援体制づくり 

①だれでも・どこでも相談できる体制をつくります（相談支援） 

②さまざまな社会体験・社会参加を進めます（参加支援） 

③ひとりから地域へ“輪”を広げていきます（地域づくり） 

Ⅱ-ⅱ 必要な福祉サービスを届ける仕組みづくり 
 

①必要な福祉サービス等を届ける仕組みをつくります 

Ⅱ-ⅲ 市民の権利を守る体制づくり 
 

①自分らしく生活できる取り組みを推進します 

 

Ⅲ-ⅰ 分野や立場を超えた支えあいづくり 
 

①分野や立場を超えて、みんなで支えあえるネットワークをつくります 
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第４章 計画の展開 

 

本計画を展開していくにあたり、３つの基本目標ごとに、①市民、②事業者等、③社会福祉

協議会、④市 のそれぞれがどのような取組を進めていくのか、基本的な方向性についてまと

めました。 

本計画は市全体の福祉に関する考え方や取組方針についてまとめた基本計画です。 

特に、高齢・障がい・児童等のいわゆる福祉分野の分野別計画における共通の理念を示す基

本的な計画として策定したものであり、具体的な取組は分野別計画と関連づけて進めていくも

のです。 

また、各分野を横断する、生活困窮者等への支援や再犯防止等については、本計画内でその

取組部分についても記載することとしています。 

いずれにおいても、計画の推進にあたっては、市民や関係団体等の自主的な取り組みが大切

であり、それぞれが独自の役割を果たしその自主性を尊重しつつ、さまざまな形で協力・連携

していく必要があります。 

複雑多様化する地域生活課題に、迅速かつ効果的に対応するためには、ひとつの機関だけで

は対応できません。市の担当部局等だけでなく、市民や福祉関係機関との連携、関係課による

連絡調整や、専門家等との連携など、互いに協力しあう体制を整備するとともに、各種会議や

研修会等を通じて福祉のネットワークを充実していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民

社会福祉
協議会

市

事業者等

（福祉事業者
等を含む）
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基本目標Ⅰ ともに支えあう地域づくり ～市民の主体的な地域福祉活動の推進～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ともに支えあう 

地域づくり 
～市民の主体的な 

地域福祉活動の推進～ 

基本目標Ⅰ 

ⅰ 安心して暮らせる地域づくり 

ⅱ 地域の中の生きがい（役割）づくり 

（相互に認めあう関係づくり） 

市が取り組むこと 

--------------------主な取組-------------------- 

・相談拠点の整備 

・避難行動要支援者登録制度の登録推進等 

・公共施設などにおけるバリアフリーの推進 

・人権学習・啓発活動の推進 

・地域の活動に関する情報提供や人材育成 

 

市民ができること 

--------------------主な取組-------------------- 
・あいさつや声かけ 

・見守り対象者の発見 

・自主防災活動への参加 

・多様な人との交流の場や機会の充実 

・地域の活動の担い手の育成、子どもへの参加の呼びかけ 

 

社会福祉協議会が 

取り組むこと 

-----主な取組----- 

・支援が必要な市民の把

握 

・見守り活動の推進 

・居場所づくりの推進 

・民生委員・児童委員活動

の支援 

・地域・関係機関等をつな

ぐための支援 

・ボランティア相談・情報

提供 

事業者等が 

取り組むこと 

-----主な取組----- 

・あいさつや声かけ 

・日常業務を通じた見守り 

活動 

・空きスペースの開放など 

地域に向けた施設の活用 

・地域の防災活動への参加・

協力 

・合理的配慮 

・ボランティア休暇取得の 

推進 
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基本目標Ⅱ 地域生活を支える仕組みづくり ～安心して相談できる体制～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地域生活を支える 

仕組みづくり 
～ 安心して相談できる体制 ～ 

基本目標Ⅱ 

ⅰ 断らない相談支援体制づくり 

ⅱ 必要な福祉サービスを届ける仕組みづくり 

ⅲ 市民の権利を守る体制づくり 

市が取り組むこと 

--------------------主な取組-------------------- 

・包括的な相談体制（断らない）の整備 

・多機関が情報共有や協議を行う場の設置（支援会議等） 

・関係団体等への支援 

・プッシュ型のサービス提供体制の構築 

・児童・高齢・障がいの虐待対応 

・必要なサービス量の確保 

・ライフステージにあわせた支援の充実 

市民ができること 

--------------------主な取組-------------------- 
・市民同士がつながる場づくり 

・地域の活動への参加・呼びかけ 

・福祉サービスの情報収集・周知 

・必要な福祉サービスの利用 

・虐待の疑いのあるケースの相談・通報 

事業者等が 

取り組むこと 

-----主な取組----- 

・家族等も含めた相談 

支援の充実・強化 

・就労体験・社会体験の

場の提供 

・事業所のイベント等の

開催 

・制度外の福祉サービス

等の検討 

・判断能力不十分者など

支援が必要な人の発

見・関係機関との連携 

社会福祉協議会が 

取り組むこと 

-----主な取組----- 

・地域の話しあいの場等

からつながる相談者

の掘り起こし 

・地域の活動における情

報収集・整理・拡充 

・適切な福祉サービスの

利用促進 

・虐待・権利侵害の疑い

のあるケースの相談・

通報 
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基本目標Ⅲ 分野や立場を超えた支えあいづくり ～多種多様なネットワークの構築～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野や立場を超えた 

支えあいづくり 
～多種多様なネットワークの構築～ 

基本目標Ⅲ 

ⅰ 分野や立場を超えた支えあいづくり 

市が取り組むこと 

--------------------主な取組-------------------- 

・多世代交流の仕組みづくり 

・各専門機関等との連携 

・安心して情報共有できる仕組みづくり 

・分野別計画等との連携 

・付随計画の推進 

市民ができること 

--------------------主な取組-------------------- 
・地域の活動やサークル活動等への参加・協力 

・地域内での話しあいの場づくり 

事業者等が 

取り組むこと 

-----主な取組----- 

・就労の場等の提供 

・同業種・異業種とのネ

ットワークづくり 

・関係機関との連携 

社会福祉協議会が 

取り組むこと 

-----主な取組----- 

・多機関・多分野との連

携 

・共同募金を通じた地域

福祉の理解促進 

・民生委員・児童委員等、

関係機関との連携 
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 付随計画①  

重層的支援体制整備事業実施計画 （基本目標Ⅱ-ⅰ 断らない相談支援体制づくり関連） 

市民やその世帯が抱える課題に対し、既存の介護、障がい、子ども、生活困窮の相談支援等

の取組を活かしつつ、地域住民の複雑・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を

構築するため、①相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた支援を一体的に実施する、「重

層的支援体制」が求められています。 

本市でも、これまで取り組んできた生活困窮者等への支援を基本に、本人や世帯が抱える課

題について、包括的に対応する支援体制を整備していくための新たな事業の創設に向けて、本

計画と野洲市重層的支援体制整備事業実施計画を一体的に策定し、取り組みます。（社会福祉

法第 106条の５） 

 

【 施 策 】 

■だれでも・どこでも相談できる体制をつくります。（相談支援） 

〇介護や障がい、子ども等の分野に関わらず、本人・世帯やその関係者からの相談を受け

止める相談支援を実施します。 

〇受け止めた相談のうち、単独の相談支援事業者（機関）では解決が難しい事例や、課題

が複雑化・複合化しており各種関係機関での役割分担等が必要な事例の場合には、適切

な各種支援機関と連携を図りながら支援を行います（多機関協働事業）。 

〇相談につながらない、つながりにくい相談者を積極的に発見するため、地域の活動や専

門家の活用等による積極的な働きかけ（アウトリーチ）にも取り組み、また、住民に身

近な拠点を順次整備し、より相談しやすい環境整備を進めます。 

■さまざまな社会体験・社会参加を進めます。（参加支援） 

○社会とのつながるきっかけづくりやさまざまなチャレンジができるよう、就労体験や社

会体験の場を事業者等や地域と協力し、開発・開拓を進め提供します。 

〇対象者とメニューのマッチング、アフターフォローを行い、自分らしいチャレンジを応

援します。 

■ひとりから地域へ“輪”を広げていきます。（地域づくりに向けた支援） 

○すべての人が役割をもって参加できる場をつくり、お互いが必要とされ、困ったら誰か

が声をかけてくれる関係性を育む地域づくりに取り組みます。 

〇地域において住民同士が出会い参加することができるよう、多世代の交流や多種多様な

活躍の場を確保する地域づくりに取り組みます。 

○そのため、地域で実施されている個別の活動や人を把握するなど、生活圏域を中心とし

て「人と人」をつなぎあわせるコーディネートを行い、交流・参加・学びがさらに広が

るよう働きかけていきます。 

 



38 

 

 

 

 

厚生労働省資料【20200717事務連絡】地域共生社会の実現に向けた市町村における 

包括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議等の資料公表について より抜粋 
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 付随計画②  

成年後見制度利用促進基本計画 （基本目標Ⅱ-ⅲ 市民の権利を守る体制づくり関連） 

成年後見制度とは、認知症高齢者や障がいのある人など、自分で判断することが難しい人に

ついて、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の意思を尊重しながら財産の管理

や福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援する制度です。 

国では、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的

として、2016（平成 28）年５月に成年後見制度の利用の促進に関する法律を施行し、これまで

の取組に加え、ノーマライゼーション、自己決定権の尊重、身上保護の重視に向けた制度理念

の尊重を図ることとされ、県や市町村に対して、地域連携ネットワークの整備及び中核機関の

設置等に努めることが明示されました。 

本市では、生活に密接に関わる成年後見制度についての施策を進めるため、本計画と野洲市

成年後見制度利用促進基本計画を一体的に策定し、取り組むものです。 

 

【 施 策 】 

■権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築に向けた体制を整備します。 

○権利擁護支援の必要な人の発見・支援、早期の段階からの相談・対応体制の整備、意思決

定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援等、保健・医療・福祉・司

法を含めた仕組みである「地域連携ネットワーク」の構築に取り組みます。 

○また、さまざまな事情やニーズに応じた効果的かつ円滑な制度利用を促進するため、地域

連携ネットワークのコーディネートを担う中核機関を設置し、制度の広報から利用の相

談、マッチング、後見人支援等まで、段階的・計画的に取り組み、幅広い支援に努めます。 

■成年後見制度の利用を促進します。 

〇本市では、成年後見制度に精通した団体に、草津市・栗東市・守山市と共同で委託し、広

報・啓発をはじめ相談業務等により、制度及び事業の普及・啓発に努めています。 

○「成年後見制度」を知らない人が多いものの、高齢化により認知症高齢者等が増加傾向に

あり、サービスの利用援助や財産管理、日常生活上の援助など権利擁護に関する支援や相

談が増加していくことが予想されます。こうした人々の権利と利益を守る上で重要な制

度であることから、さらなる啓発及び円滑な利用に向けた支援を推進していきます。 

 

【 関 連 事 業 】 

■成年後見制度利用支援事業  

・成年後見制度における市長申立て 

・申立て費用及び成年後見人等への報酬費用の助成 

■地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業） 

・福祉サービスの利用手続や金銭管理の援助等の支援 
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 付随計画③  

地方再犯防止推進計画 （基本目標Ⅲ-ⅰ 分野や立場を超えた支えあいづくり関連） 

更生支援の推進 

 犯してしまった罪をつぐない、社会の一員として立ち直ろうとするに

は、本人の強い意志や行政機関の働き掛けのみならず、地域社会の理解と

協力が不可欠です。 

 地域の理解と協力を得て円滑に社会復帰するための施策を定めた「再

犯の防止等の推進に関する法律」が 2016（平成 28）年に施行され、市町

村は国の計画を勘案して地方計画を定めるよう努めるものとされました。 

罪を犯した人の社会復帰を、関係機関が協力して支援するとともに、地域住民の理解と協力を得

ながら地域社会で孤立させないことで、再犯の防止につなげ、安心して暮らせる社会の実現を図り

ます。 

 

【 施 策 】 

■更生支援の必要性の周知と啓発 

〇保護司会や更生保護女性会などの関係機関と連携して「社会を明るくする運動」など啓発活

動を通じて、更生支援の取組の必要性に関する理解を促進します。 

■保護司など更生保護活動への支援 

〇保護司や更生保護女性会などの更生保護活動の周知や活動の支援を推進します。 

■就労に向けた相談・支援等の充実 

〇ハローワーク、保護観察所、協力雇用主など関係機関と連携しながら、犯罪や非行をした人

の就労に向けた相談や各種支援の充実を図ります。 

■犯罪や非行を起こしにくい地域づくりの推進 

〇地域での見守り活動などを通じて、地域や社会からの孤立を防ぎ、つながりのある地域づく

りを支援します。 

〇各種制度・施策を必要とする人に届け、利用できる仕組みを整えるとともに、自分らしく生

活できるよう支援します。 

〇すべての困りごとを受け止められるよう包括的な相談（断らない）体制づくりに努めます。 

■立ち直りを支援する関係機関のネットワークの充実 

〇さまざまな課題に対応した支援を効果的に行うために、矯正、保健、医療、福祉などの多様

な分野の強みを活かして、立場を越えて連携・協働していくためのネットワークを構築し、

推進します。  

※すべての施策に関して、市、社会福祉協議会、地域組織・団体、事業者、市民、関係機関などさまざ

まな立場の人が連携・協働し更生支援の推進に取り組みます。 

【用語】地域組織・団体：保護司、更生保護女性会、協力雇用主などの更生保護ボランティアの活動

を行っている団体。 

更生ペンギンのホゴちゃん・サラちゃん（法務省） 
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第５章 計画の評価・検証  

 

本計画は市全体の福祉に関する考え方や取組方針についてまとめた基本計画ですが、これま

での計画では、本計画の評価・検証を行う機関が明確に位置づけられていませんでした。 

今回、第３期計画の策定にあたり、「地域福祉計画策定委員会」に評価・検証の機能等を追加

した「地域福祉計画推進委員会」を設置し、各年度の評価・検証を行います。 

推進委員会による評価・検証のため、タウンミーティングや出前講座等を継続して実施し、

市民等から直接意見聴取を行うとともに市や社会福祉協議会等各取組の実施機関による進捗

管理や自己評価を毎年行います。長期的な視点のもと、各福祉関連計画の進捗状況の定期的な

点検・把握等の進行管理を行うとともに、必要な見直し等を行い、より効果的な取り組みを推

進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉基本計画 

自己評価 タウンミーティング他 関連計画の進捗 

地域福祉計画推進委員会 

（策定・評価検証・修正等） 
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資料編 

 

１ 野洲市地域福祉計画策定委員会規則 

 

平成 30 年３月 30 日 

規則第 26 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、野洲市附属機関設置条例（平成 30 年野洲市条例第１号）第８条の規定に基

づき、野洲市地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）の組織、運営その他必要な

事項に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第２条 委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議等） 

第３条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

５ 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を

聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第４条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮っ

て定める。 

付 則 

この規則は、平成 30年４月１日から施行する。 
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２ 第３期野洲市地域福祉計画策定委員名簿 

 

区分 所属 氏名 

（1）学識経験者 京都ノートルダム女子大学（准教授） 酒 井  久美子 

（2）関係団体 

（住民） 
野洲市自治連合会 

武 浪  勘 治 

（～R2.7.31） 

川 島  米次郎 

（R2.8.1～） 

（2）関係団体 

（福祉団体） 
野洲市社会福祉協議会 立 入  幸 基 

（2）関係団体 

（地域） 
野洲市民生委員児童委員協議会 辻    幹 雄 

（2）関係団体 

（刑余者） 
守山保護区野洲保護司会 田 中    修 

（2）関係団体 

（こども） 
児童関係（子ども子育て支援事業計画他より） 山 口  桂 子 

（2）関係団体 

（高齢） 
高齢者関係（高齢者保健福祉計画他より） 田 中  陽 子 

（2）関係団体 

（障がい） 
障がい関係（障がい福祉計画他より） 浅 田  邦 保 

（2）関係団体 

（健康） 
野洲市健康推進連絡協議会 政 本  幸 三 

（2）関係団体 

（地域活動団体） 
野洲市社会教育委員 水 島  左知子 

（2）関係団体 

（教育） 
教育委員 

荒 川  眞知子 
（～R2.11.17） 

山 﨑  玲 子 
（R2.11.18～） 

（4）一般公募 公募委員 石 原  繁 樹 

（4）一般公募 公募委員 南    章 子 

（3）行政関係職員 野洲市市民部長 

田 中  千 晴 
（～R2.3.31） 

長 尾  健 治 

（R2.4.1～） 

（3）行政関係職員 野洲市健康福祉部長 

高 橋  謙 二 

（～R2.3.31） 

吉 田  和 司 
（R2.4.1～） 
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３ 用語解説 

 

用語 解説 

あ アウトリーチ 

困難を抱えながらも相談窓口へ足を運ぶことができない人に対して、訪

問等を通じて必要な支援につなげる手法のこと。 

支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対し、行政や支援機

関などが積極的に働きかけて情報・支援を届けるプロセス。 

 
いのち支える野洲市自殺

対策計画 

「自殺対策基本法」第 13 条第２項に基づき、「人と人が支えあう安心な

まち」をめざし、「生きる支援」に関連する事業を市民・各関係団体・市

職員が総動員して、全市的な取組として自殺対策を推進するための計画。 

 ＮＰＯ 
「Nonprofit Organization」の略で、広義では非営利団体のこと。狭義で

は、非営利での社会貢献活動や慈善活動を行う団体のこと。 

か 核家族 
一組の夫婦と未婚の子から成る家族のこと。日本において少子高齢化の

進行により核家族の割合は増加傾向にある。 

 協力雇用主 

犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易でない刑務所出所者等

を、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間の事業主

のこと。 

 グローバル化 

情報通信技術の進展、市場の国際的な開放、交通手段の発達により移動

が容易になるなど、人、物材、情報の国際的移動が活性化して、さまざま

な分野で国や地域といった隔たりがなくなること。 

 権利擁護 

生命や財産を守り、権利が侵害された状態から救うというだけではなく、

権利を代弁、弁護し、安心して生活できるよう支援するなど、本人の生き

方を尊重し、本人が自分の人生を歩めるようにするという本人の自己実

現に向けた取り組みのこと。 

 更生保護女性会 

地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとともに、青

少年の健全な育成を助け、犯罪をした人や非行のある少年の改善更生に

協力することを目的とするボランティア団体のこと。 

 合理的配慮 

障がいのある人が日常生活や社会生活を送る上で妨げとなる社会的障壁

を取り除くために、それぞれの障がい特性や困りごとに応じて行われる

配慮のこと。筆談や読み上げによる意志の疎通、車いすでの移動の手助

け、学校・公共施設等のバリアフリー化など、過度の負担にならない範囲

で提供されるべきものをいう。 

 高齢化率 

65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合のこと。世界保健機構や国

連の定義によると、高齢化率が７％を超えた社会を「高齢化社会」、14％

を超えた社会を「高齢社会」、21％を超えた社会を「超高齢社会」という。 

 
高齢者福祉計画・介護保

険事業計画 

「高齢者福祉計画」は、老人福祉法第 20 条の８に基づくもので、高齢者

の福祉の増進を図るために定める計画。「介護保険事業計画」は、介護保

険法第 117 条に基づき、市が行う介護保険事業の円滑な実施に関する計

画。本市では、高齢者の福祉に関する施策を総合的に推進するために、両

者を一体として策定している。 

 
子ども・子育て支援事業

計画 

「子ども・子育て支援法」第 61 条に基づく、子どもの保育・教育事業（保

育所・保育園、幼稚園、認定子ども園に関すること）や小学生の放課後の

居場所（学童保育など）に関することなどを決める行政計画。 

さ 再犯 一度罪を犯した者が再び罪を犯すこと。 

 サロン 

地域の中で仲間づくりや異世代交流等を目的とした、地域住民が運営す

るふれあいの場のこと。地域の福祉的な課題の発見や地域活動の組織化、

福祉教育の場等へと広がる可能性を持つ。 
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用語 解説 

 ジェンダー 
社会的性別。「男性はこうあるべき」「女性はこうするべき」という社会の

中でつくられたイメージや役割分担のこと。 

 人口ビジョン 

各地方公共団体における人口の現状を分析し、人口に関する地域住民の

認識を共有し、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を提示する

計画。 

 自主防災活動 

地域ごとに自主防災組織を整備し、日頃から災害時における情報の収集・

伝達、警戒避難体制の整備、防災用資機材の備蓄などを進め、防災訓練を

積み重ねておくなどの、地域住民による自主的な防災活動。 

 社会福祉協議会 

民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民

間組織。地域に暮らす住民のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・

社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参

加・協力のもと、地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活すること

のできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動を行っ

ている。 

 社会を明るくする運動 

すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生に

ついて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行の

ない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動のこと。 

 スクールガード 
児童の登下校時に学校内及び通学路周辺で子どもたちを見守るＰＴＡや

地域の方々によるボランティア活動のこと。 

 生活困窮者自立支援制度 

平成 27 年（2015 年）４月から始まった制度で、社会情勢が変化する中

で、これまで支援が十分ではなかった生活保護受給者以外で生活に困窮

されている人への支援（第２のセーフティネット）を強化する趣旨のも

の。 

 生活保護 

資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の

程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障

し、その自立を助長する制度。 

 成年後見制度 

認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々

が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のため

に介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分

割の協議をしたりする場合などに、保護し、支援する制度のこと。 

成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」が

あり、「法定後見制度」は、後見・保佐・補助の３つに分かれており、判

断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっている。 

た タウンミーティング その地域の住民が集まり、地域の政策などを議論及び決定していくこと。 

 団塊の世代 

日本において、第一次ベビーブームが起きた時期（昭和 22 年から昭和 24

年）に生まれた世代のこと。今後見込まれる急速な高齢化の最大の要因

となっている。 

 地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、

地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資

源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮

らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。 

 地域コミュニティ 

日常生活のふれあいや共同の活動、共通の経験をとおして生み出される

お互いの連帯感や共同意識と信頼関係を築きながら、自分たちが住んで

いる地域をみんなの力で自主的に住みよくしていく地域社会のこと。 
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用語 解説 

 地域包括ケアシステム 

ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・

安心・健康を確保するために、医療、介護、福祉サービスを含むさまざま

な生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供でき

るような地域での体制のこと。 

 出前講座 

まちづくりを市民とともに進めるための取り組みの一つとして、主に行

政機関が地域に直接出向いて、市の取り組みや暮らしに役立つ情報や施

策・事業等についてもっと知っていただけるよう話や説明をすること。 

な 2025問題 
団塊の世代が 2025 年頃までに後期高齢者（75 歳以上）に達することによ

り、医療や介護などの社会保障費の急増が懸念されている問題のこと。 

 2040問題 

2040 年に 85 歳以上人口が高齢人口の３割近くになり、高齢世代がさらに

高齢化すること、また、団塊ジュニア世代（1971～74年生まれ）が 65 歳

以上の高齢者となることで、現役世代の急減により介護・福祉における

人手不足、社会保障費のさらなる増大が懸念されている問題のこと。 

 日本的雇用慣行 
終身雇用、年功序列、企業別組合という三つの特徴をもつ日本の雇用制

度のこと。 

 認知症 

いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりし

たためにさまざまな障がいが起こり、生活するうえで支障が出ている状

態のこと。認知症にはいくつかの種類があり、主なものとして、アルツハ

イマー型認知症、脳血管型認知症、レビー小体型認知症等がある。 

 ニート 
職に就かず、又求職活動もせず、通学もしていない、15 歳から 34 歳の無

業者のこと。 

 ノーマライゼーション 

障がいの有無や性別、年齢の違いなどによって区別をされることなく、

その人にとっての当たり前の生活や権利が保障された社会を築くこと、

生活や権利の保障されたバリアフリーな環境を整えていく考え方のこ

と。 

は パブリックコメント 
市の基本的な政策や制度を定める計画や条例を決める際に、案を公表し、

広く公に市民から意見・情報を求め、それを反映していく過程のこと。 

 バリアフリー 

もともとは建築用語で障壁となるもの（バリア）を取り除き（フリー）、

生活しやすくすることを意味する。最近では、より広い意味で、高齢者や

障がいのある人だけではなく、すべての人にとって日常生活の中に存在

するさまざまな（物理的、制度的、心理的）障壁を除去することの意味合

いで用いられている。 

 ハローワーク 
公共職業安定所。職業安定法に基づいて、職業紹介、指導、失業給付など

を全て無料で手掛ける国の行政機関。 

 ひきこもり 

「さまざまな要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、非常

勤職を含む就労、家庭外での交遊等）を回避し、原則的には６か月以上に

わたって概ね家庭にとどまり続けている状態（他者と交わらない形での

外出をしてもよい）を指す現象概念」と定義されている。 

 
be smileプラン 

（ビースマイルプラン） 

障がい者基本計画は「障害者基本法」の第 11 条第３項に基づき、障がい

者施策全般に関わる理念、基本的な方針や目標を定め、総合的かつ計画

的に取り組むための計画。障がい福祉計画は「障害者総合支援法」の第 88

条第１項、障がい児福祉計画は「児童福祉法」の一部改正（第 33 条の 20

第１項）に基づき、障がい福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付

等の円滑な実施を確保することを目的とした計画。障がいの有無に関わ

らず、すべての人が地域で安心して生活ができ、その結果、すべての人が

笑顔になれる（＝be smile）ようにとの願いを込めて、計画の総称を「be 

smile プラン」としている。 
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用語 解説 

 
避難行動要支援者登録 

制度 

災害対策基本法に基づき、高齢者、障がい者、乳幼児等の防災施策におい

て特に配慮を要する方（要配慮者）のうち、災害発生時の避難等に特に支

援を要する方（避難行動要支援者）を、あらかじめ名簿に登録しておく制

度。 

 福祉サービス 

一人ひとりが同じように生活できるように社会的にサービスを提供して

いくことで、行政や社会福祉法人が主体となって行うサービス、市場を

ベースとして供給されるサービス、NPO やボランティアなど地域の力や特

性によって着目して提供されるサービスなど、介護保険の分野に限らず、

多様な形でさまざまな提供主体によって提供されている。また、内容も

生活保護、児童福祉、老人福祉、身体障がい者福祉、知的障がい者福祉、

母子及び寡婦福祉、精神保健および精神障がい者福祉、売春防止、障害者

総合支援などのさまざまなサービスがある。 

 福祉事務所 

社会福祉法第 14 条に規定されている「福祉に関する事務所」をいい、福

祉六法（生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身

体障害者福祉法及び知的障害者福祉法）に定める援護、育成又は更生の

措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関。都道府県及び市（特

別区を含む。）は設置が義務付けられている。 

 フリーター 

中学校卒業後の 15～34 歳で、パート・アルバイトで就業中、または、完

全失業者で、家事も通学もしていない者のうち希望する仕事の形態が「パ

ート・アルバイト」の人のこと。 

 保護観察 
犯罪をした人または非行のある少年が、社会の中で更生するように、保

護観察官及び保護司による指導と支援を行うこと。 

 保護司 

20 歳未満で保護観察対象となった人たちや、刑務所から仮釈放をされて

いる人たちの社会復帰を保護観察官とともにサポートしていく人のこ

と。 

 
ほほえみやす 21健康プ

ラン 

健康の背景要因となっている健康行動、運動、食事、睡眠、ストレス等に

ついて、市民の意識と実態を把握分析し、市民のニーズにあった実行し

やすい健康づくりの方向を具体的に示した計画。 

 ボランティア 

自発的な意志に基づき、金銭的な見返りを求めることなく、地域社会を

住みよくする活動や他者を支える活動などの社会的活動に参加するこ

と。 

ま 民生委員・児童委員 

厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場

に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める人の

こと。地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたち

を見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う

「児童委員」を兼ねる。また、一部の児童委員は児童に関することを専門

的に担当する「主任児童委員」の指名を受けている。 

ら ライフスタイル 
生活の様式・営み方。また、人生観・価値観・習慣などを含めた個人の生

き方のこと。 

や 要介護者・要支援者 

介護保険制度で要介護認定を受けた結果認定されるもので、日常生活行

動について人の手助けが必要になった人のこと。要支援は要支援１と要

支援２の２段階、要介護は要介護１から要介護５まで５段階あり、介護

の必要度の高さにより区分される。 
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４ 計画の策定経過 

 

日 時 会議 議事内容 

2020（令和２）年 

１月 27日 
第１回策定委員会 

（1）第３期野洲市地域福祉計画 策定の進め方につ

いて 

①社会福祉法における地域福祉計画について 

②第３期野洲市地域福祉計画 策定の進め方 

６月 22日 第２回策定委員会 

（1）令和元年度第２期野洲市地域福祉計画の評価と

検証 

（2）第３期地域福祉計画について 

①法改正の情報提供 

②地域福祉計画と地域福祉活動計画について 

③タウンミーティングの状況について 

④計画の素案について 

７月～９月 

タウンミーティングの実施（一部、４月に実施） 

 （市民・地域福祉関係者を対象に、市内各地区において 17 回実施） 

 ※実施日・意見詳細等は、第２章-３（21～26 ページ）参照。 

11月９日 第３回策定委員会 

（1）第３期地域福祉計画について 

①計画名について 

②「安心」「安全」の取り扱いについて 

（2）計画の進捗管理等について 

12月８日 第４回策定委員会 
（1）第３期地域福祉計画について 

（2）計画の進捗管理等について 

12月 20日～ 

2021（令和３）年

1月 10日 

パブリックコメン

トの実施 

市民から幅広く、意見を募集するため、本計画案に

対するパブリックコメントを実施 

２月５日 
野洲市市民生活総合支援推進委員会研修会 

2020年度 これからの地域福祉を考えるフォーラム 
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５ 地域福祉に関わる国の動向 

 

（１）地域包括ケアシステムの構築 

団塊の世代のすべてが 75 歳以上の後期高齢者となる 2025（令和７）年を目途に、重度な要

介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができ

るよう、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」が一体的に提供される「地域包括ケアシ

ステム」の構築が進められています。 

 

（２）生活困窮者自立支援制度の導入 

失業や疾病の罹患など突発的な困難が生じたことにより社会から孤立したり、長期的な景気

低迷等の影響を受けて経済的に困窮する人が増加している状況を踏まえ、最後のセーフティネ

ットである生活保護制度における自立助長機能の強化とともに、生活困窮者に対する、いわゆ

る「第２のセーフティネット」の充実・強化を図ることを目的として、2013（平成 25）年 12月

に「生活困窮者自立支援法」が成立しました。 

同法に基づき導入された生活困窮者自立支援制度では、経済的課題だけでなく、本人の状況

に応じできる限り幅広い支援を行うこと、さらに生活困窮者の早期把握や見守りのための地域

ネットワークの構築、社会資源の開発などを通じて、住民が「相互に支え合う」地域づくりを

目指すこととしています。 

 

（３）「全世代・全対象型地域包括支援体制」の構築 

2015（平成 27）年９月に公表された「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」において、

多機関・多分野協働による「包括的な相談支援システム」と、高齢・障がい・児童等の福祉サ

ービスを総合的に提供できるしくみを推進する「新しい地域包括支援体制」の構築を進めると

ともに、これらのコンセプトの適用をさらに拡げ、多様なニーズをすくい取る「全世代・全対

象型地域包括支援体制」を構築していくことが示されています。 

 

（４）社会福祉法の改正と地域共生社会の実現 

2016（平成 28）年６月に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」において、支え手側と

受け手側に分かれるのではなく、地域のさまざまな人たちが役割を持ち、支えあいながら、自

分らしく活躍できる「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現を目指すこととされました。 

「我が事・丸ごと」地域共生社会とは、これまで分野や対象者ごとに整備されてきた「縦割

り」の仕組みを見直すとともに、地域におけるすべての関係者が「他人事」ではなく「我が事」

として地域の生活課題を受け止め、「くらし」と「しごと」の全般まで含めて「丸ごと」対応し

ていく社会のことを言います。人・分野・世代を超えて、相互に支える・支えられる関係が不

可欠であることから、この社会の実現に向けた地域福祉の一層の推進が求められています。 
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（５）成年後見制度の利用促進に向けた取り組み 

成年後見制度は、認知症、知的障がいその他の精神上の障がいがあることにより、財産管理

や日常生活等に支障がある人たちを支えるための重要な手段であるにもかかわらず、十分に利

用されていないことから、2016（平成 28）年５月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」

が施行されました。 

この法律では、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、

基本的な計画を定めることとされており、2017（平成 29）年３月に「成年後見制度利用促進基

本計画」を閣議決定しました。 

また、市町村に対しても、成年後見制度の利用の促進に向けて自主的かつ主体的に、地域の

特性に応じた施策を策定し実施する責務が定められ、国の基本計画を勘案し、成年後見制度の

利用促進に関する施策に関する基本的な計画を策定するよう努めることとしています。 

 

（６）再犯防止推進計画（再犯防止の取り組み） 

2016（平成 28）年 12 月に施行された「再犯の防止等の推進に関する法律」により、市町村

において再犯防止推進計画の策定に努めなければならないと定められました。 

犯罪をした者等の中には、安定した仕事や住居がない者、薬物やアルコール等への依存のあ

る者、高齢で身寄りがない者など地域社会で生活する上でさまざまな課題を抱えている者が多

く存在するため、再犯を防止するためには、刑事司法手続の中だけでなく、刑事司法手続を離

れた後も継続的にその社会復帰を支援することが必要だと考えられます。 

 

（７）重層的支援体制整備事業 

2020（令和２）年６月に、「地域共生社会実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」

が国会で可決・成立しました。改正法では、地域共生社会の実現に向けて包括的な支援体制を

構築することを目的に、「断らない相談体制」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を目的と

する「新しい支援事業」のほか、社会福祉法人を中心とする「社会福祉連携推進法人」を新た

に創設することとしています。 

市町村においては、市町村の責務を具体化し、地域福祉を推進する上での公的責任を明確に

するために、地域の力と公的な支援体制があいまって、地域生活課題を解決するための重層的

な支援体制の整備に努めることが規定されています。 

 

（８）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進 

ＳＤＧｓは、2015（平成 27）年９月の国連サミットで採択された 2030 年を期限とする国際

社会全体の開発目標で、持続可能な世界を実現するための 17 のゴール（目標）と 169 のター

ゲット（具体目標）で構成され、「地球上の誰一人として取り残さない」ことを誓っています。 

日本においても、政府にＳＤＧｓ推進本部が設置され、2017（平成 29）年 12 月に閣議決定

された「まち・ひと・しごと創生総合戦略 2017改訂版」において「ＳＤＧｓの推進は、地方創

生に資するものであり、その達成に向けた取組を推進していくことが重要」とされています。 
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